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※広告紙でも各所属へ一部ずつ配布しています。 

令和４年３月８日 

第２５２号 

一般財団法人佐賀県教職員互助会 

 

エンジョイサポート事業の提出は 3月末まで！ 

 

請求書は年度１回、【２月末まで】の利用分を、３月末までに提出をお願いしています (必着) 。 

〆切を過ぎた請求書は受理できませんので、お早目の提出をお願いします。３月利用分は対象外です。 

補助対象外のものが含まれていたり、計算ミス等により補助上限に達していなかったりしても、互助会

で修正のうえ給付しますので、提出前にはよくご確認ください。 

 

 

エンジョイサポート事業の提出前に再チェック！ 

● 会員が利用し支払ったものが補助対象です。（ × 家族分 ） 

 ● 利用が終わってから提出してください。（年間パスポートや講習受講など、特にご注意ください。） 

   （回数券など、利用日が特定できないもののみ、購入日の属する年度に提出してください。） 

 ● 領収書は本人宛のみ、電子チケットの場合は、本人・家族名義のみが対象です。 

（紙のチケット半券は、代理購入者の宛名でも補助対象としています。） 

 ● 領収書（または代替書類）やチケット半券を貼付してください。 

代替書類例：通帳コピー（口座引落該当部分・表紙） ／ 口座振込明細書・払込受領書 

インターネットバンキングの口座照会・出入金明細の画面コピー 

          カード会社の利用代金明細書（明細書に名前のない場合は通帳コピーも必要） 

※ メールの写し・チケットサイトの決済完了画面コピーは、あくまで補助資料です。 

 

 

人間ドックを 4月下旬までに受診する方へ 

 

「人間ドック補助決定通知書」は、4 月下旬に所属に送付予定です。 

受診期間は 4/1～10/31 のため、４月下旬に届く前に受診する方は、受診予定日の 5日前まで

に互助会へご連絡ください。別途、所属に郵送します。 

 

互助会報 
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佐大附属の学校や市町教委に異動予定の皆様へ 

 

異動されても互助会の会員資格は継続しますが、主な変更点が３つありますので、お知らせします。 

● 会費等の納入方法について 

給与引去りから口座振替（21 日前後）に変更になります。口座を登録する必要がありますので、

3 月下旬送付予定の「預金口座振替依頼書」に記入のうえ、4/８(金)までに互助会へ提出して

ください。 

● 医療費補助について 

公立学校共済組合以外の健康保険証に変更になりますので、医療費補助は、 

請求が必要になります。被扶養家族分も含め、「非共済組合医療費補助請求書」 

に領収書を添付し請求してください。（複数月分をまとめて請求可） 

● 人間ドック補助について 

互助会の補助とご加入の共済組合の補助との併用は可能です。ただし、併用が可能かどうか、

ご加入の共済組合と医療機関の両者へ、事前に確認をお願いします。 

 

 

貸付利率が変更になります 

 

銀行の貸出平均金利の低下により、特例基準割合が引き下げられたため、令和４年４月から貸付

利率が変更になります。また、互助会は、自己破産の申立てや民事再生の開始決定などの債務不履

行が発生した場合に備え、貸付保険制度に加入し、その保険料の一部は借受人（互助会の貸付を受

けている会員）にご負担いただいています。貸付保険料の利率も変更になります。 

 

貸付の種類 改定後 現 行 

生活資金貸付金 

年利 0.9% 年利 1.2% 

車購入資金貸付金 

教育資金貸付金 

リフォーム資金貸付金 

住宅資金貸付金 

※全貸付において、別途貸付保険料が必要です。(R4.4～月 0.03%) 
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 臨時的任用職員は正規会員となります♪   

互助会事業の精査を行い、システム改修で会員管理等ができるようになりましたので、令和４年４月

より、公立学校共済組合佐賀支部に加入している組合員で、互助会加入の申出をされた臨時的任用

職員の方は、正規会員となります。 

ただし、任用期間が限られることによりメリットを得られない事業（貸付事業やリフレッシュ助成など）、

基礎給料月額をもとにした会費と給付内容のバランスの整合性などを考慮して、下記のとおり、臨時的

任用職員の皆様には対象としない事業があります。 

 

〇会費及び会費積立金 

  会費        給料月額（教職調整額を含む）×10/1,000 

             →現在の正規会員と同じ 

  会費積立金    徴収しない 

              →現在の正規会員は給料月額（教職調整額を含む）×5/1,000 

 

〇対象としない事業（下記以外は現在の正規会員と同じ） 

  貸付事業・リフレッシュ助成・拠出型企業年金保険（ハッピーライフ）・人間ドック補助 

  休業手当金・療養見舞金・傷病見舞金・介護休暇給付金 

 

 現在、既に勤務されている臨時的任用職員の方に対して、互助会加入についての通知を出します。

４月以降も引き続き、臨時的任用職員として勤務予定がある方は、ご検討いただき、是非ご加入くださ

い！ 

ハーモニーランド特別優待キャンペーンのご紹介 

 互助会会員の皆様は、4/2４(金)まで、パスポートチケット（入園料＋アトラクション利用）が

3,000円のところ 1,200円でご購入いただけます。 

 チケット売場窓口では、「３月配布のチラシ」と「会員証（モバイル会員証）」の２つが必要となります。 

○会員証（カード）        ○モバイル会員証 

 

 

 

 

ＵＲＬ http://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/ 

。 
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チケット斡旋    詳しくは別添チラシをご確認ください。  

 

 

 

 

                               申込み FAX 0952-24-2204  

              申込書    ※FAX 後、原本は所属の互助会担当者様へ 

一般財団法人佐賀県教職員互助会 理事長 様                          令和４年３月   日 

次のとおり申込みます。なお、料金については給料から差し引いてください。 

お多福寄席 

柳家喬太郎・桃月庵白酒 

5/16(月) 17：30 開場 18：30 開演 

アクロス福岡 イベントホール 

券種 正規料金 斡旋料金 申込枚数 合計金額 

全席指定 4,800 円 4,300 円       枚         円 

所属名       所属コード          職員番号       会員名（自署） 

（            ・          ） （           ・            ） 

※ 申込書の個人情報は、斡旋の目的以外には利用しません。応募者多数の場合は抽選により決定します。 

互助会チケットは、プレイガイド等で購入の際にかかる発券手数料やシステム手数料等が不要！ 

FAX で申し込むだけでチケットがお手元に届きます！ 

 

● 申込締切      令和４年３月３１日（木）必着 

● チケット発送  令和４年４月中旬  ● チケット代金  令和４年４月給料より徴収 

 

 

 

           

● チケット発送  令和元年 10月 11 日    ● チケット代金  令和元年 10 月給料

より徴収● 申込締切    令和 3 年 3 月２日（火）必着                    

● チケット発送  令和 3 年 3 月中旬     ● チケット代金  令和３年３月給料より徴

収 

 


